
府立高校の在り方ビジョン（仮称）検討会議設置要綱

（設置）

第１条 京都府立高等学校（以下「府立高校」という。）において、今日の府立

高校を取り巻く状況や社会の劇的な変化等に対応するとともに、国の高校教育

改革の動向等を踏まえ、魅力ある学校づくりを目指すため、府立高校の在り方

ビジョン(仮称)検討会議（以下「検討会議」という。）を設置する。

（委員の役割）

第２条 検討会議の委員は、今後の府立高校の在り方等について、中長期的かつ

全府的な視野に立ち、必要な意見を述べるものとする。

（組織）

第３条 検討会議は、委員10名で構成する。

２ 前項の委員は、別表のとおりとする。

（座長）

第４条 検討会議に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 座長は、検討会議の議事を運営する。

３ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する

委員がその職務を代理する。

（会議）

第５条 検討会議は、京都府教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が必

要に応じて招集する。

（委員以外の者の出席）

第６条 検討会議には、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることが

できる。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、教

育長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、令和３年５月７日から施行する。

２ この要綱は、府立高校の在り方ビジョン（仮称）の策定をもって効力を失う。



（別表）

府立高校の在り方ビジョン（仮称）検討会議委員

（50音順・敬称略）

氏 名 所属・役職

青山 恵則 株式会社島津製作所執行役員・総務部長

浅野 良一 兵庫教育大学大学院学校教育研究科特任教授

岩場 利知 宇治市立東宇治中学校校長

大野 百合 府立高等学校ＰＴＡ連合会顧問

奥水 孝志 舞鶴市教育委員会教育長

杉岡 秀紀 福知山公立大学地域経営学部准教授

出藏 裕子 府ＰＴＡ協議会会計

古川 知子 神戸親和女子大学副学長

細尾 萌子 立命館大学文学部准教授

細野 吾 府立山城高等学校校長


